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地域のあらゆる住民が、「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、

生きがいを共に創り、高めあうことができる地域共生社会の実現に向けた支援体制の整備

を推進するために、区が今後３か年で推進していく主要項目を以下の５つに分類しました。

各項目について方向性を掲げ、その達成に向けた取り組みを進めていきます。 

 

（１）自立に向けた地域生活の充実 

障害者が自らの望む地域で自立した生活を営み、社会参加を実現するために、障害の特

性及び生活の実態に応じた適切な支援の提供や、地域生活を継続するための障害福祉サー

ビス基盤整備等が必要です。 

そのため、グループホームや通所施設等の整備を進めることで地域での生活の場を確保

するとともに、ライフステージやライフスタイルによって多様化するニーズを考慮しなが

ら、利用者それぞれの障害の特性や状況に応じたサービスを適正に提供し、障害者の地域

生活に必要な支援の充実を図っていきます。 

さらに、障害者施設入所者や病院に入院している障害者に対して、地域移行や地域定着

に向けた支援を推進するとともに、地域で安心して生活し続けるために関係機関の連携等、

支援体制の構築を図っていきます。 

また国の基本指針※6 では、障害者の地域生活に必要な機能の整備として、相談支援体制

や地域のネットワーク作り、緊急時の受入などに対応する地域生活支援拠点を、平成 32

年度末までに各市町村又は圏域に少なくとも 1か所整備することを目標にしています。区

においても地域自立支援協議会等で協議・検討し、整備に向けた取組みを行っていきます。 

 

（２）相談支援の充実と権利擁護の推進 

障害者がいきいきと自分らしい生活を送るためには、障害福祉サービス等の必要な情報

が適切に入手でき、また、困ったことや日常生活のことについて、気軽に相談できる場が

身近にあることが大切です。 

そのため、障害特性を踏まえて、障害福祉サービス等の情報を提供するとともに、地域

における相談支援の中核的な拠点となる障害者基幹相談支援センターと関係機関が連携し

ながら、専門的かつ継続的な相談支援が行えるよう体制を構築することで、相談支援の充

実を図っていきます。 

また、障害者の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、障害を理

由とした不当な差別的取扱い等を受けることなく、障害者の権利が十分に守られ、地域で

安心して暮らせる社会であることが大切です。 

障害者権利条約の締結、障害者差別解消法の施行を踏まえ、関係機関との連携を強化し、

差別のない共生社会の実現を目指します。また、成年後見制度のさらなる普及啓発、意思

決定支援の質の向上等に取組むことに加え、障害者虐待の防止に向けた地域のネットワー

クづくりや養護者への支援等を進めることにより、障害者が安心して地域生活が送れるよ

う支援を行っていきます。 
※6 基本指針 障害者総合支援法第 87 条及び児童福祉法第 33 条の 19 に規定する厚生労働省の定める基本指針

（平成 18 年厚生労働省告示 395 号）。これにより、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定にあたっては、

障害福祉サービス、障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標等を設定することとされている。 
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（３）障害者が安心して働き続けられる就労支援 

障害者が地域で自立した生活を送るためには、障害の特性や健康状態などに合わせた働

き方ができる多様な雇用の場が必要です。また、障害者雇用促進法で定める法定雇用率の

引き上げ等により企業の採用意欲が高まる中、障害者への支援だけでなく、受け入れ側で

ある企業への支援も求められています。 

そのため、就労関係機関の中心となる障害者就労支援センターの専門性を高めるととも

に、企業実習の支援等機能の充実を図り、よりきめ細やかな支援を行っていきます。加え

て、就業している障害者が長く働き続けられるよう、就労に伴う生活面の課題への対応な

ど就労定着支援についても取組みを推進していきます。 

また、福祉的就労の底上げを図るため、福祉施設における利用者の工賃を上げる取組み

を行うとともに、利用者の就労に関する知識や能力の向上を図っていきます。 

 

（４）子どもの育ちと家庭の安心への支援 

子どもの育ちと家族を支援していくためには、子どもの発達や成長等に関して気軽に相

談できる場や、障害の早期発見や早期療育、子どもの成長段階に応じた適切な支援が必要

です。また、子どもを取り巻く関係機関が連携しながら、切れ目のない継続した支援を行

うことが重要です。 

教育センターにおいて、幼児・児童・生徒に対する福祉部門と教育部門の総合相談窓口

を設置しており、保護者等への発達に関する助言・指導の実施及び必要に応じた専門訓練

等、子どもとその家族を含めた相談支援の充実を図っていきます。また、児童発達支援セ

ンターにおいて、関係機関との連携の強化を図ることで、子どもの成長段階に応じた適切

な支援を行い、切れ目のない療育の充実を図っていきます。 

また、障害の有無に関わらず、全ての子どもが地域で安心して過ごし育つことのできる

社会を目指すため、障害児と健常児が共に育ちあう環境を整えるとともに、遊び等の様々

な経験を通して、障害や障害児への理解を促していきます。 

さらに、仕事と子育ての両立を含めた障害のある子どもの保護者の支援を図るとともに、

就学児に対しては、生活能力向上のための必要な訓練と併せて社会との交流促進を図るた

めの居場所づくりを行うことで、家庭の負担感を軽減し、子どもの育ちと家庭の安心に対

する支援を行っていきます。 

医療的ケア児の支援について、保健、医療、福祉、子育て、教育等の関係機関が連携し、

医療的ケア児が身近な地域で育ち、必要な支援が受けられるように障害児支援の充実を図

っていきます。 
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（５）ひとにやさしいまちづくりの推進 

障害者を含めた全ての人が安心・安全に暮らし、積極的に社会参加するためには、３つ

のバリアフリーを推進していく必要があります。 

３つのバリアとは、「まちのバリア」、「心のバリア」、「情報のバリア」を指します。これ

らの障壁を取り除くために、まず、「まちのバリアフリー」では、区内の公共的性格をもつ

施設や道路など、障害者を含むすべての人が安全かつ快適に利用できるように整備し、ユ

ニバーサルデザインの考え方を取り入れたまちづくりを進めます。また、「情報のバリアフ

リー」では、障害に応じた適切な媒体によって、必要な情報を入手できるための取組みを

推進し、「心のバリアフリー」では、学校や職場などを始めとする、地域における障害や障

害者に対する理解を促進する取組みを行います。 

このようにハード面・ソフト面の障壁を取り除く取組みを進め、当事者が主体的に社会

参画でき心豊かな生活を送ることのできる、ノーマライゼーションの考え方に基づいた共

生社会の実現を目指します。 

また、障害特性に応じた災害時の情報の入手や、障害者自身が困っていることを周囲に

知らせるための意思疎通への支援など、災害・緊急事態における障害特性に応じた支援体

制を充実させていきます。 
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